
～図書類取扱業者、家庭用ゲームソフト 販売店の皆様へ～
有害図書類に関する規制（ 第６条、第７条）

〈 図書類取扱業者〉

成人向け雑誌などの有害図書類については、愛知県青少年保護育成条例により

包装や区分陳列の方法が定められています。

⇒調査を拒んだり、妨げたりすると１０万円以下の罰金
愛知県青少年保護育成条例に基づく 条例調査員が管内の書店やコンビニエンススト ア及びゲーム

ソフト 販売店などに対して、定期的に巡回調査を行っていますので、調査にご協力をお願いします。

⇒違反すると６月以下の懲役又は50万円以下の罰金

⇒違反すると勧告が行われ、勧告に従わないと３０万円以下の罰金

●包装の方法
図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、青少年が閲覧できないように

次のいずれの方法により包装しなければなりません。

○ビニール袋等により有害図書類全体を包装
○有害図書類を伸縮しない材質のひもで十字掛け又はたすき掛けにして縛る
○その他知事が認める方法
　 　【 雑誌類小口（ 開閉部）の２か所をビニールテープにより止める】

●販売等の禁止
図書類取扱業者は、有害図書類を１８歳未満の青少年に販売、頒布、贈与、貸与、閲覧等させてはいけません。

〈 家庭用ゲームソフト販売店〉

●愛知県ではＣＥＲＯを条例の規定に基づく 団体として
指定していますので、「 コンピュータエンターテインメント

レーティング機構（ ＣＥＲＯ）」のレーティングにより、

『 Ｚ（ １８歳以上のみ対象）』区分のマークが表示された

家庭用ゲームソフトについては、平成18年5月31日

から条例の規定に基づく 有害図書類となり、１８歳

未満の青少年への販売が禁止されています。

●なお、ＣＥＲＯのほかにも日本ビデオ倫理協会、コンピュータソフトウェア倫理機構及び一般社団法人日本コンテンツ
審査センター（ 一般社団法人映像倫理機構から名称変更）の３団体が条例の規定に基づく 団体として指定されています

ので、次のマークが表示されたビデオソフト及びパソコンソフトについても、１８歳未満の青少年への販売等は禁止

されています。

⇒違反すると勧告が行われ、勧告に従わないと３０万円以下の罰金

〈 レーティング区分〉

日本ビデオ

倫理協会

コンピュータソフトウェア

倫理機構

※18歳未満の青少年に対して販売や、
頒布をしないことを前提とする区分

一般社団法人

映像倫理機構

有害図書
有害図書

一般社団法人

日本コンテンツ審査センター
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